
福
岡
県
土
地
改
良
財
産
の
譲
与
及
び
管
理
の
委
託
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
十
五
号
） 

 
新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
報
告
の
徴
収
及
び
調
査
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

譲
受
財
産
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
譲
受
者
か
ら
報
告
を

徴
し
、
又
は
農
林
事
務
所
等
（
農
林
事
務
所
及
び
福
岡

県
朝
倉
農
林
事
務
所
筑
後
川
水
系
農
地
防
災
セ
ン
タ
ー

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
に
、
譲
受
者
の
事
務

所
又
は
譲
受
財
産
の
所
在
す
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
調

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
及
び
調
査
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

譲
受
財
産
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
譲
受
者
か
ら
報
告
を

徴
し
、
又
は
農
林
事
務
所
等
（
農
林
事
務
所
及
び
筑
後

川
水
系
農
地
開
発
事
務
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

職
員
に
、
譲
受
者
の
事
務
所
又
は
譲
受
財
産
の
所
在
す

る
場
所
に
立
ち
入
り
、
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


